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 ○特殊容器（透明又は半透明の容器で経済産業省令で定めるもの）の製造の指定を受けようとするものは、申請書を経済産業大臣に提

出しなければならない。 
 
 
 １ 特殊容器製造事業者指定申請書の提出 
 
 ２ 指定の基準 
   

・指定を取り消され、その取消の日から１年を経過しない製造者は、指定を受けることができない。 
 
・特殊容器の製造方法及び検査方法が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。 
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